
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

－行政相談とは－ 

 国の行政機関や一部の特殊法人などの業務の相談に応じ、相談者に対して必要な助

言を行うとともに、当局または関係行政機関等に相談内容を通知し解決を促進します。 

 

○ 日 時  令和５年１０月１８日（水）午前１０時から午後３時 

○ 場 所  コミショップ サン・ポッケ ２階 小会議室 

○ 相談員  総務省 行政相談員（日高地区担当） 山田 喜代一 
 
 

☆次のようなことに関するご相談をお受けします 

・ 行政の説明に納得がいかない 

・ 手続きや制度について教えて欲しい 

・ どこに相談したらよいかわからない 

・ 申請したものの処理が遅い 

【過去の相談事例（他市町村）】 

・道路上の排水溝のフタが歪んでいて、車が通るたびに蓋が跳ねて大きな音がしている。 

・歩行者用信号の青信号の時間が短く渡るのが大変であるため青の時間を延ばして欲しい。 

・法面から伸びた草木が自宅や物置にかかってきて迷惑であるため草刈りして欲しい。 

・国道脇の雑草を刈ってほしい。 

～新型コロナウイルス感染防止のために～ 

新型コロナウイルスは５類感染症に移行となりましたが、感染リスクに変更はありません。相談時は対面

による近接した会話となりますので、マスクの着用にご協力をお願いいたします。また、来所に不安のあ

る方、当日の体調等により相談に行けないなどの場合は相談当日に限らず、いつでも直接相談員に相談す

ることもできます。 

ご相談は無料・秘密を守ります 

行政に対する苦情、要望などを 
お聞かせください 

行政相談のマスコット 
キクーン 


